
春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

期
４
月
６
日
〜
15
日
　
内
運

動
の
重
点
目
標　
▽
子
ど
も

と
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止　

▽
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進（
特
に
自

転
車
安
全
利
用
五
則
の
周
知
徹
底
）　
▽

後
部
座
席
を
含
め
た
全
て
の
座
席
の
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正

し
い
着
用
の
徹
底　
▽
飲
酒
運
転
の
根

絶　
▽
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
の
推
進

問
防
災
安
全
課（
☎
231−

９
３
３
３
）

就
学
援
助
費
の
申
請
を

対
市
立
の
小
・
中
学
校
、
県
立
下
関
中

等
教
育
学
校（
前
期
課
程
）に
在
籍
す
る

児
童
・
生
徒
の
保
護
者
で
次
に
該
当
す

る
方　
▽
生
活
保
護
が
停
止
・
廃
止
に

な
っ
た
方　
▽
国
民
年
金
の
掛
け
金
が

免
除
さ
れ
て
い
る
方　
▽
国
民
健
康
保

険
料
が
減
免
さ
れ
て
い
る
方　
▽
児
童

扶
養
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方　
▽

就
学
さ
せ
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難
な

方
　
日
４
月
15
日
〜
28
日
の
午
前
９
時
〜

午
後
５
時（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）※
24

日（
日
）は
市
役
所
本
庁
舎
本
館
１
階
で

の
み
受
け
付
け
　
所
市
役
所
本
庁
舎
本

館
１
階
、
菊
川
・
豊
田
・
豊
浦
・
豊
北

教
育
支
所
、
各
学
校（
学
校
で
受
給
希
望

の
方
）※
期
間
中
は
下
関
市
教
育
セ
ン
タ
ー

（
幡
生
新
町
）で
は
受
け
付
け
て
い
ま
せ

ん
　
持
印
鑑
、
保
護
者
名
義
で
市
内
金

融
機
関
の
預
金
通
帳（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
の

場
合
は
通
常
の
口
座
番
号
と
は
別
に
、

振
込
用
の
口
座
番
号
が
必
要
）、
申
請
理

由
を
証
明
す
る
書
類（
児
童
扶
養
手
当
の

受
給
者
は
証
書
の
写
し
）、
世
帯
全
員
の

平
成
27
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の

（
源
泉
徴
収
票
、確
定
申
告
の
控
え
な
ど
）

※
写
し
を
提
出
す
る
場
合
は
、
原
本
も

持
参
を　
※
住
民
票
と
世
帯
が
異
な
る

方
に
は
、
後
日
必
要
書
類
の
提
出
を
お

願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す　
※
継
続

し
て
受
給
を
希
望
す
る
方
も
毎
年
申
請

が
必
要　
※
期
間
中
は
平
成
28
年
度（
平

成
27
年
分
）の
所
得
証
明
書
が
発
行
で
き

ま
せ
ん

問
学
校
教
育
課（
☎
231−

１
５
７
０
）、
各

教
育
支
所　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
２
５
）　

▽
豊
田（
☎
766−

２
８
０
２
）　
▽
豊
浦（
☎

772−

２
１
１
７
）　
▽
豊
北（
☎
782−

１
９
４
３
）

浄
化
槽
設
置
費
用（
工
事
費
の
一
部
）

を
補
助
し
ま
す

対
み
な
し
浄
化
槽
、
汲
み
取
り
便
槽
か

ら
転
換
し
て
浄
化
槽
を
設
置
す
る
個
人

※
新
築
な
ど
に
伴
う
工
事
は
補
助
対
象

外　
※
予
算
の
範
囲
内
　
内
▽
対
象
区

域
＝
公
共
下
水
道
の
整
備（
予
定
）区
域
、

漁
業
・
農
業
集
落
排
水
施
設
に
よ
る
処

理（
予
定
）区
域
を
除
く
全
市　
▽
対
象

建
物
＝
専
用
住
宅
な
ど　
▽
対
象
規
格

＝
10
人
槽
以
下
の
浄
化
槽
　
料
補
助
金

額　
①
通
常
の
浄
化
槽　
▽
５
人
槽
＝

33
万
２
０
０
０
円　
▽
７
人
槽
＝
41
万

４
０
０
０
円　
▽
10
人
槽
＝
54
万
８
０

０
０
円　
②
高
度
処
理
型
の
浄
化
槽　

▽
５
人
槽
＝
44
万
４
０
０
０
円　
▽
７

人
槽
＝
48
万
６
０
０
０
円　
▽
10
人
槽

＝
57
万
６
０
０
０
円　
※
み
な
し（
単
独

処
理
）浄
化
槽
の
撤
去
を
伴
う
場
合
は
、

前
記
の
金
額
に
上
限
の
９
万
円
を
加
算

問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

０
９
７
８
）

身
体
な
ど
に
障
害
の
あ
る
方
に

対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免

　
障
害
者
手
帳
な
ど
を
持
っ

て
い
る
方
に
対
す
る
軽
自
動

車
税
の
減
免
制
度
が
あ
り
ま

す
。
減
免
を
受
け
る
こ
と
の

で
き
る
障
害
の
範
囲
や
手
続
き
方
法
な

ど
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　
減
免
を
受
け
て
い
る
方
で
も
、
障
害

名
・
等
級
、
運
転
者
、
使
用
目
的
に
変

更
が
あ
る
場
合
や
車
両
番
号
を
変
更
し

た
場
合
は
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

申
申
請
期
限
＝
５
月
24
日（
火
）

問
資
産
税
課（
☎
231−

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766−

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

782−

１
９
１
８
）

市
税
の
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　
平
成
27
年
度
の
地
方
税
法
の
改
正
に

よ
り
、
平
成
28
年
４
月
か
ら「
納
税
者
の

申
請
に
よ
る
換
価
の
猶
予
」の
制
度
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
税
は
納
期
限
ま
で
に
納
め
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
期
限
ま
で
に
納
付

で
き
な
い
特
別
な
事
情
が
あ
り
、
一
括

で
納
付
で
き
な
い
と
き
は
、
分
割
納
付

が
可
能
な
猶
予
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

審
査
で
申
請
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
１

年
を
限
度
と
し
た
猶
予
期
間
が
定
め
ら

れ
、
分
割
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
猶
予
の
申
請
に
は
、
必
要
書
類
や
猶

予
す
る
金
額
に
よ
っ
て
は
担
保
の
提
供

が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
納
税
課（
☎
231−

１
１
７
０
）

グ
リ
ー
ン
モ
ー
ル
に

駐
車
可
能
箇
所
を
整
備
し
ま
し
た

　
グ
リ
ー
ン
モ
ー
ル
商
店
街
の
活
性
化

と
違
法
駐
車
対
策
推
進
の
た
め
、
駐
車

禁
止
の
市
道
上
に
駐
車
可
能
区
間
を
６

箇
所
整
備
し
ま
し
た
。

問
道
路
課（
☎
231−

４
０
３
５
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
方
は
、
使

用
を
始
め
て
３
カ
月
経
過
後
５
カ
月
の

間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は
県
知
事

が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口
県
浄
化

槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で
義
務
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
が
適
正
に
維
持
管
理
さ
れ
、

本
来
の
機
能
が
十
分
発
揮
さ
れ
て
い
る

か
を
確
認
す
る
検
査
で
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
252−

０
９
７
８
）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

口
座
振
替
に
つ
い
て
の
注
意

　
固
定
資
産
の
登
記
事
項（
名
義
、
共
有

者
、
持
分
）を
変
更
し
た
場
合
、
通
知
書

番
号
が
変
わ
り
ま
す
。
引
き
続
き
口
座

振
替
を
希
望
す
る
方
は
、
改
め
て
金
融

機
関
で
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

申
第
２
期
分
か
ら
口
座
振
替
希
望
の
場

合
の
申
込
期
限　
▽
市
内
の
金
融
機
関

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）＝
６
月
30
日

（
木
）　
▽
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
市
外
の
金

融
機
関
＝
５
月
31
日（
火
）

問
納
税
課（
☎
231−

１
９
１
４
）

市
税
の「
口
座
振
替
済
通
知
書
」の
送
付

を
廃
止
し
ま
し
た（
通
帳
で
確
認
を
）

　
平
成
28
年
度
か
ら
市
税

の
口
座
振
替
済
通
知
書
の

送
付
を
廃
止
し
ま
し
た
。

　
口
座
振
替
の
結
果
は
、
振
替
日
以
降

に
預（
貯
）金
通
帳
へ
の
記
帳
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

●
送
付
を
廃
止
す
る
税
目
＝
市
・
県
民

税
、固
定
資
産
税・都
市
計
画
税（
土
地・

家
屋
）、
固
定
資
産
税（
償
却
資
産
）、
軽

自
動
車
税（
車
検
を
必
要
と
し
な
い
二
輪

車
と
小
型
特
殊
自
動
車
）

問
納
税
課（
☎
231−

１
９
１
４
）

土
地
と
家
屋
の
縦
覧
帳
簿
を

縦
覧
し
ま
す

　
平
成
28
年
度
の
土
地
価
格
等
縦
覧
帳

簿
と
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
が
縦
覧
で

き
ま
す
。
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、

自
己
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と
市
内

の
他
の
土
地
・
家
屋
の
評
価
額
を
比
較

す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

対
市
内
に
所
在
す
る
土
地
・
家
屋
の
固

定
資
産
税
の
納
税
者
、
納
税
管
理
人　
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※
土
地
の
み
の
納
税
者
は
土
地
の
み
の

縦
覧
、
家
屋
の
み
の
納
税
者
は
家
屋
の

み
の
縦
覧
可　
※
代
理
人
の
場
合
、
委

任
状
か
代
理
人
選
任
届
が
必
要
　
期
４

月
１
日
〜
５
月
２
日
の
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時　
※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
　
所
資
産
税
課
、
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
　
持
本
人
確
認
が
で
き
る
物

（
運
転
免
許
証
な
ど
）、印
鑑（
法
人
は
社
印
）

問
資
産
税
課（
☎
231−

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766−

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

782−

１
９
１
８
）

軽
自
動
車
税
は
４
月
１
日
現
在
の

所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す

　
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
を
５
月
上

旬
に
発
送
し
ま
す
。
４
月
１
日
以
前
に

登
録
の
変
更
や
抹
消
を
し
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
が

届
い
た
場
合
は
、
車
検
証
返
納
証
の
写

し
か
解
体
証
明
書
な
ど
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

問
資
産
税
課（
☎
231−

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766−

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

782−

１
９
１
８
）

４
月
１
日
か
ら
違
反
対
象
物
の

公
表
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
！

　
建
物
の
危
険
性
に
関
す

る
情
報
を
入
手
し
、
そ
の

建
物
の
利
用
に
つ
い
て
自

ら
判
断
で
き
る
よ
う
、
消
防
が
立
入
検

査
で
確
認
し
た
重
大
な
消
防
法
令
違
反

を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。

　
飲
食
店
や
デ
パ
ー
ト
、
ホ
テ
ル
な
ど

の
不
特
定
多
数
の
方
が
利
用
す
る
建
物

や
、
病
院
・
社
会
福
祉
施
設
な
ど
の
一

人
で
避
難
す
る
こ
と
が
難
し
い
方
が
利

用
す
る
建
物
で
、
設
置
が
義
務
付
け
ら

れ
た
消
防
用
設
備
な
ど
が
設
置
さ
れ
て

い
な
い
場
合
に
、
防
火
対
象
物
の
名
称
、

所
在
地
、
違
反
の
内
容
な
ど
を
公
表
し

ま
す
。

　
建
物
に
、
飲
食
店
や
販
売
店
、
福
祉

施
設
な
ど
が
新
た
に
入
居
す
る
場
合
や
、

増
築
や
接
続
な
ど
の
変
更
を
行
う
場
合

は
、
消
防
法
令
違
反
が
発
生
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
最
寄
り
の
消
防

署
・
出
張
所
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
認
し

て
く
だ
さ
い
。

問
消
防
局
予
防
課（
☎
233−

９
１
１
３
）

ま
ち
な
か
緑
化
推
進
事
業
制
度

　
住
宅
が
密
集
す
る
市
街

地
や
中
心
市
街
地
で
、
緑

の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の

た
め
の
土
地
を
下
関
市
へ

無
償
で
寄
付
さ
れ
る
方
に
、
そ
の
土
地

に
建
つ
建
物
な
ど
の
撤
去
費
を
補
助
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す（
条
件
や
限
度
額
あ

り
）。
対
象
地
域
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
公
園
緑
地
課
で
確
認
を
。

内
▽
条
件
＝
緊
急
時
に
一
時
避
難
地
と

し
て
役
立
つ
土
地
で
あ
る
こ
と
や
隣
接

と
の
境
界
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、

一
定
の
条
件
あ
り　
▽
補
助
対
象
＝
建

物
な
ど
の
撤
去
費
、
土
地
の
測
量
、
登

記
費
用
な
ど　
※
寄
付
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
固
定
資
産
税
評
価
額
を
限
度
と

す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
あ
り
　

申
公
園
緑
地
課
で
事
前
相
談
を
。

問
公
園
緑
地
課（
☎
231−

１
９
３
４
）

火
の
山
公
園
ト
ル
コ
チ
ュ
ー
リ
ッ

プ
園
へ
は
公
共
交
通
機
関
で
！

　
火
の
山
公
園
ト
ル
コ

チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
園「
オ
ル

ハ
ン
・
ス
ヨ
ル
ジ
ュ
記

念
園
」に
来
園
の
際
は
、

で
き
る
だ
け
公
共
交
通

機
関
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
車
で
の
来
園

　
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
下
駅
横
の
駐
車
場
は

狭
く
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
で
き
る

だ
け
公
園
山
頂
の「
火
の
山
立
体
駐
車
場
」

に
駐
車
し
、
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ（
有
料
）の

利
用
を
。
ロ
ー
プ
ウ
ェ
イ
か
ら
は
関
門

海
峡
の
眺
望
と
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
を
真
上

か
ら
楽
し
め
ま
す
。
※
入
園
・
駐
車
料

＝
無
料

問
公
園
緑
地
課（
☎
231−

１
９
３
３
）

危
険
物
取
扱
者
試
験（
前
期
）

日
６
月
19
日（
日
）
　
所
受
験
票
で
受
験

者
に
直
接
通
知
　
内
▽
試
験
種
類
・
時

間
＝
①
甲
種
…
午
後
１
時
〜
４
時
、
②

乙
種（
第
４
類
を
除
く
全
類
）…
午
後
１

時
〜
３
時
30
分　
③
乙
種（
第
４
類
）…

午
前
９
時
30
分
〜
正
午　
④
丙
種
…
午

後
１
時
〜
２
時
45
分
　
申
４
月
11
日
〜

22
日（
消
印
有
効
）※
料
金
・
持
参
物
・

申
込
方
法
は
受
験
案
内
に
記
載
。
受
験

案
内
は
、
最
寄
り
の
消
防
署
で
配
布　

▽
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
電
子
申
請

＝
４
月
８
日
〜
19
日

●
準
備
講
習
　
日
③
の
受
験
対
象
者
＝

６
月
１
・
２
日　
午
前
９
時
〜
午
後
４

時
　
料
一
般
８
５
０
０
円
、
高
校
生
４

５
０
０
円
　
所
下
関
市
消
防
訓
練
セ
ン

タ
ー
　
定
150
人（
先
着
順
）
　
申
直
接
、

市
防
災
協
会（
消
防
局
２
階
）の
窓
口
へ
。

問
市
防
災
協
会（
☎
233−

９
１
１
４
）

平
成
28
年
度　
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す

　
固
定
資
産
課
税
台
帳（
土
地
、
家
屋
、

償
却
資
産
）に
は
、
平
成
28
年

１
月
１
日
現
在
の
固
定
資
産

の
所
有
者
が
納
税
義
務
者
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
課
税
状
況
は
、
台
帳
の
閲
覧
や
、
４

月
に
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知
書
の
課
税

明
細
書
で
確
認
で
き
ま
す
。

対
納
税
義
務
者　
※
代
理
人（
同
居
の
親

族
を
含
む
）や
法
人
で
社
印
を
持
参
で
き

な
い
場
合
、
委
任
状
か
代
理
人
選
任
届

が
必
要　
※
土
地
・
家
屋
は
、
賃
借
権

そ
の
他
の
使
用
か
収
益
を
目
的
と
す
る

権
利（
対
価
が
支
払
わ
れ
る
も
の
に
限
る
）

を
有
す
る
方（
借
地
人
な
ど
）も
、
当
該

権
利
の
目
的
で
あ
る
土
地
や
家
屋
の
固

定
資
産
課
税
台
帳
を
閲
覧
可
。
権
利
関

係
を
示
す
書
面
な
ど
の
持
参
を

料
閲
覧
手
数
料
＝
４
月
１
日
〜
５
月
２

日
は
平
成
28
年
度
分
に
限
り
無
料　
※

５
月
６
日（
金
）以
降
は
有
料　
※
複
写

料
は
別
途
必
要
　
持
本
人
確
認
が
で
き

る
物（
運
転
免
許
証
な
ど
）、
印
鑑（
法
人

は
社
印
）

●
資
産
税
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
で
の
閲
覧
＝
期
４
月
1
日
〜
５
月
２

日
の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時　
※

土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

●
本
庁
の
各
支
所
・
公
民
館
で
の
閲
覧

（
４
月
／
土
地
、
家
屋
）＝
日
各
日
午
前

９
時
30
分
〜
午
後
４
時
30
分　
▽
内
日

＝
１
日
、
小
月
＝
５
日
、
吉
田
＝
６
日
、

王
喜
＝
７
日
、
王
司
＝
８
日
、
清
末
＝

15
日
、
勝
山
＝
18
日
、
安
岡
＝
19
日
、

彦
島
＝
20
日
、
吉
見
＝
21
日
、
長
府
＝

22
日
、
川
中
＝
26
日

問
資
産
税
課（
☎
231−

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
287−

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766−

２
９
５
３
）　

▽
豊
浦（
☎
772−

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

782−

１
９
１
８
）

平
成
28
年
地
価
公
示
価
格
が

発
表
さ
れ
ま
し
た

　
公
示
価
格
は
、
地
域
ご

と
に
標
準
地
を
選
び
、
正

常
な
価
格
を
公
示
す
る
こ

と
に
よ
り
、
土
地
売
買
な

ど
の
際
に
、
取
引
価
格
の
指
標
と
な
る

こ
と
な
ど
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
都
市
計
画
課
と
各
総
合
支
所
、
各
支

所
で
、
下
関
市
の
地
価
公
示
価
格
を
取

り
ま
と
め
た
冊
子
を
４
月
１
日（
金
）か

ら
配
布
し
ま
す
。

問
都
市
計
画
課（
☎
231−

１
２
９
８
）
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